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環境経済学 講義資料 １５
交渉による解決
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交渉による解決

 Aさんの経済活動がBさんに影響を及ぼすような
ら、AさんとBさんの当事者どうしで交渉を行い、
問題の解決を図るのが自然な流れであろう。

 当事者間の交渉により外部性の問題を解決す
ることができないだろうか。
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コースの定理

 コースは、「交渉のための取引費用が不要
な場合，損害賠償責任のルールが決まっ
てさえいれば，被害者と加害者のどちらに
損害賠償責任があるかに係らず，交渉に
よる解決が社会全体の厚生水準を最大化
する」と述べた。
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コースの定理の重要性

1. 環境汚染を含めた外部性の問題について、行
政が介入する必要はない。

2. どちらに賠償責任があるかどうかを司法の場
で争う必要はない。
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騒音公害の例

 住居と工場が混在する地域を想定する。

 工場は生産工程で騒音を引き起こし、近隣住民
に迷惑をかけている。

 騒音が拡大すると住民の苦痛は上昇する。

 騒音対策をするためには工場は費用を負担しな
ければならない。
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騒音増加による近隣住民の被害

騒音水準
（E）

金
額 限界被害

MD

１０ ⇒ １１

１０

３０ ⇒ ３１

３０

騒音１単位当りの被害額
は騒音水準が増加するに
つれ上昇する。
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騒音対策のための工場の費用

騒音水準
(E)

金
額

限界便益
MB

騒音を1単位多くだすことに
より節約できる費用

１０⇒11 4０⇒41

30
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騒音増加による近隣住民の被害

金
額

E*

限界便益
MB

限界被害
MD

騒音水準
(E)
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交渉による解決

 工場と住民が騒音問題について交渉を行うと

 ケース1．工場に騒音防止対策を実施する責務があ
る場合も

 ケース２．住民が工場の騒音対策費用を支払う必要
がある場合も

同じ騒音水準E*が実現されることとなる。

 この騒音水準E*は社会的に最適な騒音水準と
なっている。
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ケース１．工場に騒音削減義務が
ある場合

金
額

EL

限界便益
MB

限界被害
MD

騒音を拡大すること
により工場が節約で
きる対策費用

騒音を拡大した時に
工場が住民に支払う
必要のある補償

E* 騒音水準
(E)
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ケース２．住民に設備補償義務が
ある場合

金
額

E*

限界便益
MB

限界被害
MD

E
H

騒音を削減した時
に住民が得る便益

騒音削減のために
工場に支払うお金

騒音水準
(E)
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損害賠償責任者の無差別性

 工場と住民が騒音問題について交渉を行うと

 ケース1．工場に騒音防止対策を実施する責務があ
る場合も

 ケース２．住民が工場の騒音対策費用を支払う必要
がある場合も

同じ騒音水準E*が実現されることとなる。
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E*から騒音を低下させた場合

金
額

E*

限界便益
MB

限界被害
MD

EL 騒音水準
(E)
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騒音水準を低下させた場合の便益
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騒音を低下させるための費用
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騒音を低下させた時の純費用

費用が便益
を上回る！
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E*から騒音を増加させた場合

金
額

E*

限界便益
MB

限界被害
MD

E
H

騒音水準
(E)
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騒音を増加させた時の便益
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騒音が増加することによる費用

2016/9/27 環境経済学１ 松本茂 20

騒音を増加させた時の純費用

費用が便益
を上回る！
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交渉による解決の限界

 交渉による解決が社会厚生の最大化を実現す
るためには、幾つかの前提条件が必要となる。

1. 交渉のための取引費用が不要であること
 交渉に参加する人の数が増加すると、参加者の間

で意見の一致をみることが難しくなるので交渉のた
めの費用は増加する。

2. 当事者の間で交渉力に差がないこと
 公害問題では、加害者が被害者より多くの情報を持

つ。また、財政的・時間的制約にもついても大きな差
がある
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交渉による解決の限界

 環境問題の解決には、一般的に行政や司法の
介入が必要となる。


